
日本赤十字社三重県支部手指衛生普及啓発事業実施要領 

  

（趣旨）  

第１ この要領は、新型コロナウイルス・インフルエンザ・感染性胃腸炎等の感染症予防の

普及啓発を図るため、手指衛生普及啓発機器（（手洗いチェッカー）、以下「手洗いチ

ェッカー」という））の貸出について必要な事項を定めるものとする。   

 

（貸出対象者） 

第２ 手洗いチェッカーの貸出対象者は、日本赤十字社三重県支部（以下「三重県支部」と

いう。）に登録した青少年赤十字加盟校・園と地域奉仕団及び特殊奉仕団（以下「加盟校

等」という。）とする。なお、三重県支部事務局長が特に認めた団体についてはこの限り

ではない。  

 

（貸出費用）  

第３ 貸出費用は、無料とする。 

 

（貸出台数） 

第４ 手洗いチェッカーの貸出台数は、１回につき１台とする。 

  

（手続） 

第５ 手洗いチェッカーの貸出を希望する加盟校等は、事前に電話で空き状況を確認のう

え、手洗いチェッカー使用申請書（様式１）により、利用日の１週間前までに三重県支部

事務局長に申請しなければならない。  

２ 三重県支部事務局長は申請書の内容を審査し、適当と認めるときは貸出を許可し、その

旨を加盟校等に連絡する。 

３ 手洗いチェッカーの貸出は、原則三重県支部で直接手渡しとするか業者による配送と

する。ただし、業者による配送を希望する場合は、三重県支部が配送料を負担する。 

 

（貸出期間） 

第６ 貸出期間は、原則として１４日間以内とする。 

 

 （目的外利用の禁止等）  

第７ 手洗いチェッカーの貸出を受けた加盟校等は、許可を受けた目的以外に利用し、又は

その権利を第三者に譲渡し、もしくは転貸してはならない。   

 

（利用の制限） 

第８ 三重県支部事務局長は、第５の２項の許可に当たり、次に掲げる事項のいずれかに該

当する場合は、手洗いチェッカーの貸出を許可しないものとする。  

（１）日本赤十字社三重県支部の事業に支障があるとき。  

（２）営利を目的とするもの又はこれに類するものの利用に提供するとき。  

（３）公序良俗その他公共の福祉に反するとき。  

（４）危険又は棄損のおそれがあるとき。  

 

（加盟校等の責任） 

第９ 加盟校等は、手洗いチェッカーを利用にあたっては、別紙注意事項を厳守しなければ

ならない。 

２ 加盟校等は、手洗いチェッカー利用上の事故について一切の責任を負わなければなら



ない。  

３ 貸出期間中の手洗いチェッカーの維持管理は、加盟校等の責任において行わなければ

ならない。  

４ 手洗いチェッカーを破損・汚損又は紛失したときは、加盟校等の負担において原形に復

し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、三重県支部事務局長が特別の事

情があると認めるときは、この限りではない。  

 

（手洗いチェッカーの返納）  

第１０ 加盟校等は、手洗いチェッカーの使用を終了したときは、速やかに手洗いチェッカ

ー使用報告書（様式２）とともに返納し、破損等の異常の有無について三重県支部事務局

長の確認を受けなければならない。 

 

 

 附 則  この要領は、令和２年１２月 1日から施行する。 

 

  



手洗いチェッカー使用時の注意事項 

 
１. 手洗いチェッカーを使用して講習を実施する責任者の方は、「取扱説明書」及び

「安全上のご注意」をよくお読みいただき、安全に正しくご使用いただくようお

願いいたします。 

 

 

２. 手指衛生普及啓発事業は、日本赤十字社三重県支部有功会（会長 伊藤歳恭百五

銀行頭取）から、三重県青少年赤十字登録加盟校・園及び奉仕団等に新型コロナ

ウイルスや従来からのインフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症予防の普及啓発

を図るため、贈呈いただいた手洗いチェッカーを利用した事業ですので、機器の

取り扱いは十分注意し丁寧に使用いただきますようお願いします。 

 

 

３. 皮膚が敏感な方や手指にけがをしている方は、手洗いチェッカーローションの使

用を控えていただきますようお願いします。また、使用した際に異常を感じた場

合は、直ちに使用を中止してください。 

 

 

４. 手洗いチェッカーローションには、蛍光剤が入っています。使用後は、必ずしっ

かりと洗い流してください。 

 

 

５. ブラックライトの光を長時間浴び続けないようにお願いします。 

 

 

６. 手指衛生普及啓発事業について、不明な点がありましたら、下記までお問い合わ

せください。 

 

 

 

 

   

  

事務局 

日本赤十字社三重県支部 組織振興課  

Ｔｅｌ  059-227-4145 

ＦＡＸ  059-227-6245 

別紙 



 

  



 

 


